
11 月誕生・結婚記念祝い 

 

 

 

点   鐘   会 長  伊藤元雄 

ソ ン グ   「君が代」 

        「奉仕の理想」 

唱   和   「四つのテスト」 

会長挨拶     会 長  伊藤元雄 

幹事報告    幹 事  前川成吉 

プログラム    

 第一例会につき 結婚・誕生祝い 

 各委員会報告 

 卓話（市原豊彦会員） 

 

 

 

 

「誕生祝」 小川佐内会員  髙山裕紹会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川会員 / 伊藤会長 

 

「結婚記念祝」 向後雅生会員  野島暉通会員 

        古西弘和会員  伊藤元雄会員 

 

「奥様誕生祝」 青柳誠 夫人 光子様 

        越川忠 夫人 明美様 

        田邉秀雄 夫人 幸江様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古西会員 / 向後会員 / 伊藤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青柳会員 / 越川(忠)会員 / 伊藤会長 

 

 

「乾杯のご発声」 

  第 43代会長  冨 一美会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告（平成 27 年 11 月 5 日） 

平成 27年 11月 19日発行 NO.2131 第 2278例会  会長 伊藤 元雄   幹事 前川 成吉   会報委員長 越川  忠 



会長挨拶 

理事会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。初めに、今月誕生日、結婚記念日

を迎えられた会員の皆様、おめでとうございます。 

今後のさらなるご活躍をご期待申し上げます。 

さて、今年の立冬は 11月 8日ですが、11月に入り

朝晩めっきり寒くなってまいりました。皆様、体調

管理には十分ご注意いただきたいと思います。 

また、今月はロータリー財団月間です。ロータリー

財団の歴史は古く、1917年アーチ C. クランフＲ

Ｉ会長が「世界でよいことをするために」基金の設

置を提案し、この基金が 1928年に「ロータリー財

団」と名づけられて国際ロータリー内の新しい組織

となり、現在のロータリー財団にいたっているそう

です。 

2013年に世界中のロータリアンがグローバルなニ

ーズに応えられるよう新しい補助金モデル（地区補

助金、グローバル補助金、パッケージ・グラント）

が導入されました。 

本年度は、この新地区補助金を使わせていただき、

横芝光町剣道大会に優勝カップ（ロータリー杯とし

て）授与し、剣道大会を盛り上げるとともに青少年

の健全育成にも力を入れていきたいと考えており

ます。是非、大会の 12月 6日にはたくさんの会員

の皆様にご参加いただきたと思います。よろしくお

願いいたします。 

次に本日の卓話ですが、３ヶ月の予定ではマイナン

バーについて税務署のご担当者にお話をいただく

予定でしたが、今回は予定を変更させていただき税

理士であります市原豊彦会員による卓話をこの後

お願いしてございます。市原豊彦会員よろしくお願

いいたします。 

私も会長になりまして、３分の１の４ヶ月がやっと

過ぎました。そして、来月の第一例会は年次総会で

す。渡邊会長エレクトも次年度の役員構成等で忙し

くなってきていると思います。この次年度の役員構

成の発表があれば一息つけられるかなと思ってお

りますが、今月の 26日にはガバナー公式訪問、1

月には第２回ＩＭがございますので、まだまだ気を

抜けない側面もございます。残り８ヶ月、気をひき

しめて活動してまいりたいと思いますので、是非、

皆様の更なるご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

第 5回定例理事会 

日時：平成 27年 11月 5日（木） 11：00 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

 

議題 

第 1号議案． 10月度会計承認の件 

承認されました 

本会計より 50周年に 50万円の支出で承認

されました 

第 2号議案． 50周年記念ｺﾞﾙﾌ大会・慰労会につ

いて 

    11/19（木）富里ゴルフクラブに決定 

  慰労会については未定 

第 3号議案． ガバナー公式訪問について 

 懇親会は行う 

 内容については会長幹事に一任 

第 4号議案．  第 10回横芝光町剣道大会について 

12/6（日） 会場：横芝光町体育館 

開会式：9：00（集合 8：30）   

          カップ授与 

地区補助金：報告書、写真 

第 5号議案．  クリスマスファミリー会について 

12/17（木）点鐘 18：00 サンモール 

アトラクション：フラダンス 

    忘年ゴルフコンペ 京カントリークラブ 

第 6号議案． 18-19年度会長選出について 

指名委員会を早々に開催して頂く 

第 7号議案． １月開催のＩＭについて 

1/14（木） 会場：文化会館 

懇親会は行う 詳細はｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐に一任  

第 8号議案． その他 

○地区大会申込について：早めに返事をもらいたい 

○鮭放流事業協賛金について：参加は承認 

詳細は後日 

○親睦旅行について：未定 親睦､会長幹事に一任 



幹事報告 

委員会報告 

○新入会員第２回オリエンテーションを今月中に 

開催予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①例会変更のお知らせ 

・多古ＲＣ  ・小見川ＲＣ 

②会報受領クラブ 

・銚子ＲＣ 

③ガバナー事務所より 

・11月のロータリーレートは１ドル＝120円です 

・ＲＩ日本事務局財団 NEWS2015年 11月号が届い 

ております。 

④ＰＧ白鳥様より 50周年記念式典、祝賀会と会報

のお礼状が届いております。 

 

 

 

  

◇青少年奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長  小杉 秀文 

第 10回横芝光町青少年剣道大会のご案内 

期 日 平成 27年 12月 6日（日） 

 午前 9時 開会 

会 場 横芝光町体育館 

集 合 8：30 横芝光町体育館駐車場 

※クラブジャンバー着用 

 終了後に集合写真を撮ります 

当クラブからは創立 50周年記念という事でカップ

とメダルを寄贈させて頂きます。これは地区補助金 

を利用しますので地区への写真・報告書の提出義務 

があります。是非、当日は大勢の皆様のご参集をお 

願い致します。 

 

 

◇クラブ奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         親睦委員長  渡邊 孝文 

親睦委員会より、12/7（木）クリスマスファミリー

会が開催される予定です。詳細は来週ＦＡＸにてお

知らせ致します。皆様、家族ともどもご出席いただ

きますようお願い致します。  

今回は 50周年の後でございますので知り合いの同

好会のフラダンスをお願いしております。 

会員同士、みんなで楽しもうという事でご披露した

いものがございましたら、是非参加して頂きたいと

思っております。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラダンス同好会 

市村美枝子先生と『アヴァプヒオケアオ』の皆さん  

 

 

 

 



会員卓話  

 

マイナンバー制度の最大のデメリット！ 

金融資産課税の恐怖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市原豊彦会員（税理士） 

マイナンバー制度が 2015年 10月から始まりました。

当初はマイルドな制度となりますが、徐々に外堀が

埋まっていき、やがてはかなりの分野で活用される

ことになりそうです。 

そこで、マイナンバー制度のメリット、デメリット、

見込まれる最大のデメリについてまとめます。 

まず、マイナンバー制度のメリットとしては、個人

情報の一元管理による事務手続きの簡素化、事務コ 

ストの削減、所得の過少申告・扶養控除・生活保護 

の適正化などが挙げられています。 

他方、デメリットとしては個人情報の流出懸念がよ

く挙げられます。また、実際に通知カード配送時の

トラブルも出ています。マイナンバー制度は当初は

行政機関のみでの利用となりますが、徐々に民間の

取引でも活用が拡大されていきます。 

金融業界でも銀行・証券などは猶予があります。 

しかし、やがては「マイナンバーを提示しないと取

引しない」という方向です。徐々に日本国内の金融

機関に預け入れている資産額は国に正確に補足さ

れるようになるでしょう。 

2021年をめどに預金口座へのマイナンバー適用の

義務付けが検討されているからです。 

そして、マイナンバーと銀行口座が紐付けられると、 

簡単に名寄せしてひとくくりにできます。マイナン

バーの最大のデメリットで恐ろしいのは、国民の国

内財産が正確に把握され、金融所得の課税が一体化

し、総合課税が導入される可能性があることです。 

所得税に関しては、現在は銀行預金・債券等の利息、

株式・投資信託・FX等の利益にかかる税率は、基

本的には分離課税で約 20％です。いくら稼いでも

一律です。究極にフラットでシンプルな税制となっ

ています。 

他方、総合の給与・不動産・事業などの所得は累進

課税となっており、所得が増えれば増えるほど税率

が上がります。 

 

2015年以降の税率は以下のとおりです。 

課税される所得金額 所得税率 控除額 

195万円以下 5% 0円 

195万円超～330万円以下 10% 97,500円 

330万円超～695万円以下 20% 427,500円 

695万円超～900万円以下 23% 636,000円 

900万円超～1,800万円以下 33% 1,536,000円 

1,800万円超～4,000万円以下 40% 2,796,000円 

4,000万円超 45% 4,796,000円 

 

1,800万円超だと、約 10％の住民税と合わせて約

50％以上という恐ろしい税率となっています。 

株式投資で例えば 3000万円を得た場合は、税金は

復興特別所得税を合わせて約 609 万円だけであり、

1億円でも税金は約 2031万円です。 

しかし、給与等の総合課税の対象となる所得だと、

3000万円の所得で所得税・住民税は合計で約 1200

万円強、1億円だと 5000万円前後納めなければな

りません。強烈な重税です。 

そして、マイナンバーで金融資産・金融所得が正確

に把握できるようになると、金融所得も総合課税に

なる可能性があります。これがマイナンバーの最大

のデメリットです。 

税率が、55％まではいかなくても、20％・25％・30％

程度の段階税率くらいはあり得る気がします。 

結論としては、税率が 20％フラットのうちに頑張

って収益を上げるのが望ましいのではないでしょ

うか？ 

そして、惨烈なのは、金融所得の一体課税にとどま

らず、資産課税も導入されることです。例えば、金

融資産の 1％とか 3％とかに課税するといった税制

です。これは、財産税と言うものです。 

資産残高への課税(財産税)を導入すると資本逃避

の懸念があるので、さすがにちょっとハードルが高

いと思いますが。また、今後、不動産の登記情報や

自動車の登録情報とマイナンバーの紐づけも検討

されています。金融資産・不動産・高額の動産の一

体課税も不可能ではなくなります。 



ニコニコボックス 

2015年 6月に入ってからは、日本政府は 6月末に

公表予定の「骨太方針」で、歳入強化策を盛り込み、

富裕層が対象の資産課税強化を検討すると報道さ

れました。出国税も 7月から導入されました。 

9月 3日に衆議院で可決した改正マイナンバー法で

は、利用範囲が「銀行口座、特定健康診査・予防接

種記録との紐付け」に拡大しました。 

今後、中長期的には財産税の導入の可能性がありま

す。まずは富裕層対象となり、3000万円や 5000万

円以下は課税されないでしょうが、要注意の動きで

す。説明不足の点は、ホームページをご覧になって

ください。 

 

 

 

 

青柳誠君・越川忠君 

  …奥様誕生祝いありがとうございました 

椎名鐐一郎君 

…50周年 ご苦労様でした 

土屋俊夫君 

…東京モーターショーに行って来ました 

 綺麗なコンパニオンがいて少し癒されました 

向後雅生君・古西弘和君・伊藤元雄君 

…結婚記念祝いありがとうございました 

冨一美君・内田裕雄君・小林定雄君・前川成吉君 

行木英夫君・渡邊孝文君・花澤昇一君・上原広嗣君 

鈴木匡哉君 

  …市原会員卓話ありがとうございました 

市原豊彦君 

  …卓話をさせて頂きました 

石田喜一君 

  …50周年 ご協力ありがとうございました 

小川佐内君 

  …誕生祝いありがとうございました 

 

        本日計   31,000 円 

         累 計  394,049円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 会員数 出席 

11月 5日 39 23 

 

出席率に
用いる数 ％ 

35 65.71 

 
☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 



 

 

 

 

2015-16 年度国際ロータリー第 2790 地区（千葉県）地区大会 


